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三木市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画 

策定支援業務委託仕様書 
 

１ 業務名 

三木市高齢者福祉計画・第１０期介護保険計画策定支援業務 

 

２ 業務目的 

本市では老人福祉法に基づく「老人福祉計画」及び、介護保険法に基づく「介

護保険事業計画」を策定し、高齢者福祉及び介護保険事業の推進に取り組んでい

る。現在の各計画が令和８年度に終期を迎えることに伴い、令和９年度から令和

１１年度までの３年間を計画期間とする「三木市高齢者福祉計画」と「第１０期

介護保険事業計画」を一体的策定するため、豊富な知識と高い専門性等を有する

事業者に策定支援業務を委託するものである。 

また、本計画は本市における福祉分野の諸計画を包括し、総合化する役割を担

う「第５期三木市地域福祉計画」、同時期に策定される「第６期三木市障害者基

本計画」及び「第８期三木市障害福祉計画・第４期三木市障害児福祉計画」と整

合性のとれた計画の策定が必要となる。 

策定にあたっては、現計画の総括及び国や県の動向、本市の現状等を的確に把

握し、本市の取り組むべき課題や福祉施策の基本的な方向性、実施施策や目標を

効率的かつ効果的に策定する必要がある。 

 

３ 契約期間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務に係る計画の範囲 

本計画には次の内容を包含すること。  

(1) 老人福祉法第２０条の８第１項の規定に基づく、高齢者福祉の推進に関す

る事項  

(2) 介護保険法第１１７条第１項の規定に基づく、介護保険施策の推進に関す

る事項 

(3) 認知症基本法第１１条第１項の規定に基づく、認知症施策の促進に関する

事項 

 

５ 業務内容 

委託する業務の内容は次のとおりとする。 

なお、業務内容は、次期計画策定に必要と思われる事項を示したものであり、

プロポーザルの実施において決定した受託者の企画提案により調整又は計画策

定等に係る審議会や委員会等での協議等により内容の変更を行う場合がある。 

 (1) 現状と課題の分析等 
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  ア 現行計画の検証及び分析並びに問題点・課題の整理する。 

  イ 国が示す「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基

本的な指針（基本指針）」に基づくとともに、「兵庫県老人福祉計画（第９期

介護保険事業支援計画）」「兵庫県保健医療計画」「兵庫県地域福祉支援計画」

等の件の関連計画との整合を図り、本市の各計画の現状と課題を把握し、本

市が提供するデータや資料を分析する。 

(2) アンケート調査（対象者数合計 約 2,500件） 

   高齢者支援施策に係る高齢者意識や介護保険サービスに係るニーズの把握

のため、次のとおりアンケート調査を行う。 

   ①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

   ②在宅介護実態調査 

   ③介護人材実態調査 

  ア アンケートの発送、回収 

対象者 対象者数 想定頁数 想定回答率 

①一般高齢者・要支援者 １，８００人 １６ ８０％ 

②在宅の要支援・要介護

認定者及びその介護者 

 

６００人 

 

１６ 

８０％ 

 

③市内事業所・施設等 

 

１００か所程度 

設問数に適

した枚数 

９０％ 

ⅰ アンケート発送数 ２，５００件（調査対象は本市において無作為抽出

する）。調査票への宛名ラベル貼付及び発送作業は本市で行う。 

   ⅱ 発送は郵送により行い、調査の回答は郵送またはオンラインによる回答

とする。オンライン回答のための画面作成及び運用は本市で行う。 

     回収率の増減による変更契約は原則として行わない。 

   ⅲ 調査票の企画、提案、用紙の調達、印刷、封入封緘、調査結果のまとめ

は受託者が行う。 

   ⅳ 発送準備 

     調査票の発送及び回収に係る郵送費は、本市の負担とする。 

     調査票の返信先は、本市宛とする。 

  イ 調査票の設計と印刷 

    本市の現状と課題について分析可能な調査票の素案を設計するとともに、

必要に応じて補修正すること。 

印刷物 部数 仕様 

①調査票 各アンケート対象者数 

＋３％程度） 

Ａ４判、１色印刷、中綴じ、

色上質紙（薄口） 

②発送用封筒 上記と同じ 角２、１色印刷 

③返信用封筒 上記と同じ 長３、１色印刷 
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    なお、返信用封筒に係る受取人払承認番号取得事務は、本市が行う。 

  ウ 集計・分析、報告書作成 

   ① データ入力（自由記述含む）、単純集計、クロス集計、自由記述の集約・

分析を行うこと。なお、オンラインによる回答分についても、データの受

取りについて本市と協議のうえ集計・分析等を行うこと。 

     クロス分析については、市の要望に基づき、契約期間内であればその都

度作成すること。 

   ② 調査結果報告書 

     アンケート調査結果とその分析を取りまとめた報告書を作成すること。 

報告書は、グラフ等を用いた分かりやすい構成とすること。 

  エ アンケート調査の分析 

    高齢者支援施策に係る高齢者意識や介護保険サービスに係るニーズの把

握のためにアンケート調査の分析を行う。 

各アンケート調査結果に基づく必要なサービスとその分量の整理及び分

析を行う。 

 (3) 市が行う調査の分析支援 

    (2)アンケート調査のほか、市が実施する次の調査結果について、計画策

定の資料とするため、結果分析の支援を行う。 

①在宅生活改善調査 

②居所変更実態調査 

 (4) 計画策定に係る業務 

  ア 受託者において現状と課題を基に、審議会や検討部会における意見を反映

して計画案を作成する。施策、事業案について、関連計画との整合を図り、

関係各課の調査を行う。 

  イ アンケート調査の分析及び整理 

  ウ 計画骨子、素案及び原案の作成 

  エ 計画のパブリックコメントの実施支援 

 (5) 審議会及び検討部会の運営支援 

   ４～５回の社会福祉審議会高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定検討部会

に出席し、意見を集約した上で、計画に反映する。委員への連絡調整、資料の

準備、審議会の運営、委員謝礼の準備は本市が行う。受託者において資料原稿

の作成をするとともに、会議に出席し説明の補助、記録（摘録）の作成を行う。 

 (6) パブリックコメントの実施支援 

   計画を市民に周知、啓発するために行うパブリックコメントで、意見の集約・

分析に際して必要な助言を行い、結果を計画等に反映させる。資料作成、補正

及び修正等を行う。 

 (7) その他 

   前各号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要と認められる支援及びア
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ドバイスを適宜行う。 

 

６ 成果品 

 (1) 「三木市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画」計画書の原稿及び

電子ファイル（ワード、ＰＤＦ） 

 (2) 「三木市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画」計画書概要版の原

稿及び電子ファイル（ワード、ＰＤＦ） 

 (3) アンケート調査結果報告書（ＣＤ‐Ｒ等の記録媒体） 

 (4) アンケート入力・集計データ等（ＣＤ‐Ｒ等の記録媒体） 

 

７ 委託業務内容の遵守事項 

 (1) 受託者は、成果品等の納入期限など、受託業務の執行等について、本市か

ら指示がある場合、その指示に従うこと。 

 (2) 本業務に着手するにあたって、その業務計画について本市と協議し、承認

を得ること。 

 (3) 本業務を進めるにあたって本市との連絡を密にし、業務の進展に従い、方

針や計画などについて本市の承認を得ること。 

 (4) 受託者は、本市から求めがあれば、速やかに、委託業務の進捗状況を報告

すること。 

 (5) 受託者は、業務における管理技術者を定め、本市に通知する。管理技術者

は業務の技術上の管理を行う。 

 

８ 秘密の保持など 

受託者は、委託業務の実施により知ることができた個人情報を他人に知らせて

はならない。また、本市が貸与した個人情報が記録された資料を承諾を受けずに

複製・利用してはならない。 

 

９ 著作権など 

  成果品の著作権は、使用分、未使用分にかかわらず市に帰属するものとし、本

市の許可なく成果品を他に利用、公表または貸与してはならない。 

 

１０ 資料の貸与及び返還 

受託者は、本市から貸与された業務の実施に必要な書類について、業務終了後、

速やかに返還しなければならない。 

 

１１ その他 

本仕様書に定めるものの他必要な事項が生じた場合は、その都度協議する。 


